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Ⅰ.教員地位(身分)保障に対する立法精神

韓国は教員の地位を憲法上で規定している特長があ

り､教育基本法にて改めて教員地位に関する基本方向

(専門性尊重､経済的･社会的地位優待､身分保障)を

提示している｡また､国公立学校の教員は教育公務員

法で､私立学校の教員は私立学校法でその内容が反映

されている｡

1.教員地位の法定主義(憲法第31粂第6項)

教員の身分は､政治･経済･社会･文化的地位を法

律で総合的に規定しているものであり､当該社会構成

員である教職と教師に対する期待として教職観と教師

観が反映されているo Lたがって､教員の身分は､社

会の価値から影響されてきたし､教職の歴史とともに

変化されてきた｡近代公教育制度の導入以来､教員は

公職者として分類されてきた｡国家体制によって異な

る身分が付与されていたことも事実であるが､国公立

学校の場合､公務員の一人として扱われてきたとする

ことが一般的であろう｡

韓国憲法は､教員の地位に関して､いわば｢教員地

位の法定主義｣を宣言している｡これは外国の憲法で

は､その例が少ない憲法上の規定事項であるoすなわ

ち､大韓民国憲法第31粂第6項は､ "学校教育及び平生

教育(生涯教育)を含む教育制度とその運営､教育財

政及び教員の地位に関する基本的事項は法律で定める"

と規定している｡これは､教育に関する基本方針の決

定が､原則的に立法機関の形成権に属するとの憲法上

の'本質性理論'を具体化した内容である｡この規定の

意味は､行政機関の不当な関与によって国民の教育権

が侵害されることを阻むことである｡また､これは過

去の帝国主義時代の勅令主義に対する反省として採択

されて教育制度の法定主義でもある｡

このような教員地位に関する事項は､ 1948年の制憲

憲法当時からあったわけではなく､ 1980年の憲法改正

(第5共和国)で｢教育の専門性保障｣とともに追加さ

れた規定である｡条項の解釈についてはいくつかの観

点が存在する｡第-､専門職としての教員の資格基準

<表1 >　公立の各級学校におく国家公務員(教育公務員)定員(301,588)

区分 ��ﾙ.�R�幼稚囲 傀�9乂xﾕ｢�中高等学校 �<�鈺ｧxﾕ｢�

+r3 �3��ﾃSモ�6,759 ��S2ﾃ#CR�139,165 �"ﾃC���
正員 �(教師6,453)) 宙ｻ8蹐C�ﾃSsｒ�(教師132,654) 宙ｻ8蹐"ﾃ3#"��

比率1 ����R�2.24% 鉄�繝�R�46,14% ��繝�R�

比率2 丿Xｸ��ﾘｻ8蹴�30,206(22%) ��SrﾃC�rンrR��218,390(64%) 迭ﾃSCRイBR��

※地方教育行政機関の教育監は選出職であり地方公務員(政務職)として分類され､教育庁には国家公務員
である教育公務員(奨学職研究職の専門相談循環教師: 4,194人)と一般職国家公務員(32人)もいる｡

その他､教員の中で地方公務員の場合は､公立の大学､専門大学教負(地方特定職公務員､ 900人)だけ
である｡
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の法制化と身分保障のための形成的法律留保と見る観

点､第二､形成的法律留保ではあるが国家教育主権に

立ち教員の基本権制限の根拠条項としてみる観点(敬

員労組関連の憲法裁判所の判例等)､第三､基本権を具

体化させた法律留保であると見る観点等がある｡最近

の改正憲法の趣旨を考えたとき､教育専門家としての

本質的地位保障を宣言した形成的法律留保として解釈

したほうが妥当であると思われる｡また､憲法は､こ

の規定を通じて教員の法的地位の形式に当たる`身分'

を別途に定める｢教員地位基本法｣を予定していた｡

しかし､まだ韓国には｢教員の地位に関する基本的

事項を定める法律｣は存在しないため､国公立学校の

教員に対しては教育公務員法(1953.4. 18)が､私立の

場合は､私立学校法(1963.6. 26)が教員の身分に関す

る事項を定めている｡結局､韓国における教員身分に

関する憲法精神は､未だに立法的不備状態であるとい

える｡韓国の初中等の国公立学校教員の身分はすべて

国家公務員であり､公立の大学及び専門大学の教員だ

けが地方公務員で教育公務員の身分を持っているが､

その数は少ない(参考として､ 2006年から施行される

地域特化発展特区に勤務する初中等学校の教員は､地

方公務員になる予定である)｡

2.専門性尊重､経済的･社会的地位優待､身分保障:

教育基本法等

(1)専門性の尊重

教育基本法第14条第1項は､ "学校教育における教員

の専門性は尊重され､教員の経済的･社会的地位は優

待され､その身分が保障される"とし､教育当事者で

ある教員の専門性を強調している｡ "学校教育''といっ

た範噂を強調していることは､社会教育を外すという

消極的意味よりは､教員が学校教育の専門家であるか

ら学校教育においてその専門性が特別に尊重されるべ

きであるとの意味であると見られる｡また､"尊重"さ

れるとの表現は､学校教育の決定と運営において､専

門家である教員が主導するか国家標準化過程での直

接･間接的な参加過程が保障されるべきであることを

意味する｡教員資格と教育課程に対する国家管理体制

を維持している韓国が､教育基本法においてさらに学

校教育における教員の専門性尊重を規定したことは､

国家標準化過程(特に初中等教育)から現場の教員の

参与が排除されやすく､ひいてはこれによって､学習

者の完全な学習の自由を保障する前提条件として認め

られるべきである教師の教育の自由が空洞化される危

険性があるからである｡

(2)経済的･社会的地位の優待

教育基本法は､同じく第14条第1項で教員の経済的･

社会的地位を優待することを規定している｡教育公務

員法も第34条第1項で､教育公務員の報酬は優待され

なければならないと規定している(1953年以来)｡一

方､ `教員地位向上のための特別法' (1991.5.31)第3

条第1項は､教員の報酬を特別に優待する主体として

国家と地方自治団体を規定している.当時､同法第3条

第2項は､私立学校教員の報酬水準を公務員としての

公立学校教員の報酬水準で維持させることを学校法人

及び私立学校経営者の義務として規定しているCまた､

教員の社会的礼遇についても､国家と地方自治団体そ

の他の公共団体が努力し配慮しながら協調する義務が

あると規定している｡

(3)身分保障

韓国の教育基本法第14条第1項は､教員の身分保障

を規定している｡しかし､独立的な身分法はなく､第

14条第5項(教員の任用･服務･報酬及び年金に関し

て必要な事項は法律で定める)を根拠に制定された教

育公務員法及び私立学校法がその代わりになっているQ

すなわち､国公立学校の教員に対しては､資格､任用､

報酬､研修及び身分保障に関して国家公務員法･地方

公務員法に対する特例として教育公務員法が制定され､

私的契約関係にある私立学校教員に対しては､私立学

校法に､その任免を除く､資格･服務･身分保障及び

社会保障･懲戒に関して教育公務員と類似な規定が定

められている｡

国公立学校の教員は､その専門的地位や身分に影響

を及ぼす不当な干渉を受けることなく､教育公務員は

刑の宣告･懲戒処分又は本法が定める事由によらなけ

れば､その意思に反して休職･降任あるいは免職され

なく､勧告による辞職になることはない｡また､ 62歳

(大学教員は65歳)停年の保障は､一般職公務員に比
べ優待の身分保障的性質を持っている｡そして､現行

犯の場合を除いて､所属学校長の同意なしでは学校内

で逮捕されない不逮捕特権もさらに教員に対する身分

保障的性質があるとされる｡人事相談及び苦情審査の

ための｢苦情審査委員会制度｣や教員地位向上のため

の特別法に基づいた｢教員請願審査委員会｣なども同
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<表2>教員地位優待関係法規

69

関係法 亢ｹ.�>�vR�

憲法第31条 �8ｻ8醜,ﾉ&闌ｨ,亊h+x.舒馮ｹ4�,磯hﾘ�,ﾙd�zX,Y.�-�.��ｲ�

教育基本法第14条 ��ｻ8醜,ﾈﾆ��4定��檠4�&闌ｨ,ﾙtI�(+8.ｪH+ｸ,ﾉ�yZｨ,ﾙ]ｸ��+8.ｨ.薬�

教育公務員法第34条 ��ｻ8支ﾏik�醜,ﾉ_��,ﾙtI�(+8.ｨ.�-x*ｸ,X*�.薬�

教員地位向上のための特別 ��ﾙ�徂*�.h-�&饑ｸ齪��&9�ﾈ,ﾚHｻ8醜,ﾉ_��/�<�¥ｨ,冲I�(+x-x*ｸ,X*�.��ｲ�②私立学校法第2条の規定により､学校法人および私立学校経営者は 
法第3条 �+ｸ,ﾉ�ﾙ'Rﾈﾆ�8+x.乂xﾕｨｻ8醜,ﾉ_��/�ﾏik�醜,X*�.仆8醜,ﾉ_���X���

で維持すべきであるo 

じ趣旨の制度であるD

私立学校教員も同じく､意思に反する休職･免職等

の不利な処分を受けることなく､勧告辞職もされるこ

とはないとする｡ただし､学級･学科の改廃により､廃

職や過員となったときは､本人の意思と関係なく休

職･免職させることができるのは､国公立との違いで

ある｡当然ながら退職された場合には､国公立学校教

員の場合に準用されるが､免職の事由や職位解除は具

体的な範囲を法律で定めており､身分保障を図ってい

る｡不逮捕特権は私立の場合も適用されるし､懲戒委

員会制度や教員訴請審査委員会制度も公立の場合と同

じく適用される｡
一方､ 1999年の停年短縮政策と2001年度の教授契約

任用制の施行を契機に､伝統的な意味の教員の身分保

障に関する観念にも､多少の変化があらわれているこ

とも事実である｡停年短縮の場合､違憲性の議論もあ

り､憲法裁判にまで至った(91憲マ15･19併合)｡停

年短縮によってむしろ教育環境が悪化されたとの世間

の評価にもかかわらず､結局は合憲であると判決され

たことがある｡

※　韓国の教員地位に関する特別な立法事例

A　教員地位向上のための特別法(1991.5.31)

- 1988年民主化時期に結成された全国教職員労働組

合(任意団体)が､教員の労働基本権の保障を求めて

労働組合の法制化を主張したが､政府はそれを認め

ず､その代わりに既存の唯-の合法的教員団体で

あった大韓教育連合会(韓国教員団体総連合会の前

身)に対して政府と交渉･協議する権限を与えるた

め､この法律を制定した(団体交渉権とは異なる)0
-この法は､国家および地方自治団体に教具の報酬を

特別に優待することと､社会的に礼遇することを義

務付けている｡しかし､具体的な追加措置がなかっ

たので､単なる宣言的法律であるとの批判を受けて

いる｡

-この法律の意義は､教員の政策に対する公式的な参

加ルートがなかった時期に､不足ながら教育部長官

と教員団体間の交渉･協議を通じて､教員の意思を

伝えられる制度が保障されたこと､ ｢教員懲戒再審

委員会｣が設置されることになり､身分保障に役

立ったということが挙げられる｡

B　教員礼遇に関する規定(2000.4, 18)

一二の法律は､従来の総理令であった｢教員礼遇に関

する指針｣を大統領令として格上げさせたものであ

り､ 1999年度の停年短縮(65歳-62歳)以来､沈滞

された教職社会の雰囲気を勘案して制定した｡
一教員礼遇に対する国家と地方自治団体の努力義務を

規定し､教員の教務活動以外の行政業務を軽減する

ため､資料提出の要求や行事参加の要求時のガイド

ラインを提示しており､また教育活動と関連する紛

争の自律的調整のために｢学校教育紛争調整委員

会｣の設置根拠を用意するとともに､教員の自己開

発を支援(図書費､文化施設利用料)することを内

容とする｡
-　しかし､礼遇の具体性が不足で宣言的であり､予算

および推進計画における内容が貧弱な大綱の水準に

留まっているとの評価が一般的である｡

(2)教員優待精神の実現程度

教員の経済的地位を優待するということは､報酬を

優待することと密接な関係がある｡このような報酬優

待という立法趣旨であれば､教育公務員である国公立

学校教員の場合に最低限でその属する特定職の国家公

務員(法官､検事､外務公務員､警察公務員､消防公

務員､軍人･軍務員および国家情報院職員等)の中で

比較的優位にいなければならないo私立学校教員の場
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合にも､最低限で国公立教員の報酬水準を維持するこ

とが基本的な立法精神であろう｡しかし､多くの研究

結果からは､教員の報酬が特定職の公務員の中でむし

ろ比較的劣位におかれており､国内の専門職の平均以

下の報酬水準を見せていることが分かる｡また､平均

報酬増加率が持続的に低下している特徴があり､最高

号俸職液が他の特定職の国家公務員に比べて劣等で､

年次別年俸水準が低いことが指摘されている｡このよ

うな問題点を根本的に解決する道として､現在の公務

員報酬･手当規定に統合されている法令から教具を分

離させ､別途の報酬･手当規定を制定しようとする主

張が提起されているが､実現されていない｡

Ⅱ.教員給与システムと問題点

1.教員給与システム

幼稚園･初･中等教員の給与システムは､俸給､手

当､福利厚生費で構成されている｡教員の俸給は轟年､

公務員報酬規定と公務員手当規定(大統領令)で規定

される｡福利厚生費は予算の範囲内で支給されるが､

すべての公務員に一括的に支給される手当的な施費に

なっている｡

(1)俸給表

俸給は､職務の困煮性および責任の轟度によって職

別に支給される基本給与又は職務の困熱性および責任

の程度と在職期間によって職位(階級)別､号俸別に

支給される基本給与をいう｡韓国の教員給与システム

は単一号俸制(Single salary schedule)システムであ

る｡これは､教師の学歴(教育期間)と経歴(教育逢

磨)にもとついて報酬を決める制度である｡このシス

テムは国家公務員にも同じく適用されているD単一号

俸制の最大の長所は､公平性(equity)と　行政便宜性

(ease of a血inistration)を挙げられる｡しかし､こ

のような単線型システムは､教員の専門性および教職

の特殊性を反映するのには及ばないと指摘されている｡

<表3>幼稚園初等学校中学校高等学校教員等の俸給表

(月支給額,単位:ウォン)
号俸 竸雕ｸｧ｢�号俸 竸雕ｸｧ｢�

1 田釘�����21 ��紊�R經���

2 都�r縱���22 ��ﾃCc�ﾃ����

3 都C�縱���23 ��經�b�3���

4 都cR經���24 ��CSs�緜���

5 都ヲ緜���25 ��緜#b繝���

6 塔�2經���26 ��ﾃc�"ﾃ#���

7 塔3r�����27 ��ﾃsC��#���

8 塔c�纉���28 ��ﾃs唐�����

9 塔ゴ�����29 ��繝SゅS���

10 涛��經���30 ��纉�偵#���

ll 涛3rﾃS���31 ��纉s津����

12 涛cB�����32 �"��C�紊���

13 �����"�3���33 �"����纉���

14 ����c�緜���34 �"��c2�3���

15 ��ﾃ��ゅ����35 �"�##B纉���

16 ��ﾃ�Sr紊���36 �"�#ッﾃ#���

17 ��ﾃ#�R紊���37 �"�33津s���

18 ���#SR緜���38 �"�3�2�3���

19 ��ﾃ3�R緜���39 �"ﾃCCrﾃ����

20 ��ﾃ3SRﾃS���40 �"經��經���

注:幼稚園･初等学校･中学校･高等学校の期間制教員に対しては､第8条の
規定によって算定された号俸の俸給額を支給するが､固定給とする｡ただ
し､期間制教員の俸給は14号俸を超えられない｡ (2005.1.7基準)
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すなわち､一定の資格を持っている教員であれば､個

人の成果とは関係なく皆同じ報酬をもらうシステムで

は､教師の業務能力を向上させることや､動機を与え

ることが難しいということである｡教員の俸給は､職

務の困難性および責任の程度と在職期間等によって号

俸別に支給される基本給与であり､公務員報酬規定に

よって規定される｡

単一号俸体系は､等級ごとに号俸を決めず､各等級

から号俸を分離してすべての等教に一律的に適用され

る号俸を決めている制度をいう｡号俸と等級が完全に

分離されていて号俸が等級によって制約されることは

まったくない｡すなわち､等級が低くても勤務年限が

長ければ最高号俸まで伸びることができる｡したがっ

て､等級は､高いが勤務年数の短い上級者が､勤務年

数の長い下級者より報酬額が少ないケースもある｡

勤続加号俸は､長期勤続者として昇進の機会がない
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場合､最高号俸以上の昇給を与えるために用意された

号俸である｡最高号俸である40号俸に達した以降､轟

年1号俸ずつ加算して最高10号俸まである｡勤続加号

俸に当たる教員は､ただ毎年一定額の報酬が支給され

る｡教員の号俸間の昇給が必要な定期昇給機関は1年

であり､年4回(1､ 4､ 7､ 10月1日)にわたって

実施される｡休職とか懲戒処分の場合は､定期昇給か

ら外される(徐廷華外, 2004)0

(2)手当

韓国における手当とは､職務与件および生活与件等

によって支給される付加給与を言う｡現在教員の手当

は､すべての公務員に共通して支給される共通手当と

教員だけに適用される特殊業務手当がある｡特殊業務

手当の例としては､教職手当､教職加算金､補職手当､

教員特別加算金､担任教師手当､実科教員手当､補転

<表4･1>教員に支給される手当(2002)

区分 偃�9ikﾈ��剔ﾎ象および支給条件 

す 竸��喰�NB�~�����9b�7& 弍ｩih詹9b�すべての教育公務員4回(3.6.9.12月-50%) 

定勤手当 �+x-x,H,ﾈｻ8支ﾏik�輯(����ﾃxﾈ竰�

勤務年数別11等級:1年未満の月俸給額の50%から 
負 与 辛 当 剿�N5%ずつ上げ,10年以上100%) 

管理業務 手当 乂xｸ乂xﾕｨﾕｩ+y9��

成果賞与 傀帝(b靼)9仆8什9��
金 �&闔h*�.h-�ｧxﾕｩ¥ｨ,釘ﾉ&丶ｸ,c2�&丶ｸ,ﾉ(h,Y��爾�

べ て の 公 劔教師支給基準額:基本給の26号俸 

月 定 �b�ﾇb�]��定勤手当 添D闌��8ｼ���,ﾈｻ8支ﾏik�蹴�

加算金 仂���D��I¥｣I9从謄Rﾓ��D經�ﾃ���4X4�92���ﾓ�YD��

務 Ej 負 劔60,000ウォン/15-20年80,000ウォン/20年以上 

家族手当 儻ﾙwｸ彿��*ｨ*(.仆8支ﾏik�蹴�
の 劔4人以内(配偶者30,000ウォン,その他家族.20,000 

共 過 辛 当 9 檀 剴] 辛 刄Eォン) 

子女学費 �(b靼(ﾕｩ�h,ﾈ���*ｨ*(.仆8支ﾏik�蹴�
当 竸(�詹9b�4回(2,5,8,11月)-学費に相当する金額 

額 辛 当 劍���ｧyN�(�詹9h,h+X,H辷ｸｲ�
育児休職 手当 佇�#��ﾃ���4X4�9:C3�?ｨ決�8ｸ��X�(,俐X��D隴B�

特殊地勤 �8x�9¥i&��島喚僻地勤務教員 

.務手当 ���9b�カ地域50,000ウォン/ナ地域40,000ウォン/ダ地域 

30,000ウォン/ラ地域20,000ウォン 

超過勤務 抱鳧ｭH､���正規勤務時間外の勤務する教育公務員 
手当 冖�詹9b�月定額別途支給(月15時間分) 

模範公務 員手当 冤ﾙLﾘｻ8支ﾏik�蹴�
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<表4-2>教員に支給される手当(2002)

区分 偃�9ikﾈ������ｸ*�.h-�辷ｸｸ��ﾈ��

特 秩 莱 務 �<��教職手当 傅xｧr位Hｸb亂ⅸ偆ｧr位Hｸb俶ﾚHﾘ(ﾕｨ決岑,ﾈｻ8蹴�

月250.000ウォンを支給 

教職加算金 仆8支ﾆ��3�D闌��:CSXﾜ闌��8,ﾈｻ8蹌�

月50.000ウォンを支給 

補職手当 俘(ﾕｨ決岑,ﾈｦXｸ乂xﾕｨ,ﾉ^)�Xｻ8蹌�

月70.000ウォンを支給 

教員特別加算金 �<�鈺ｧxﾕｨｷ�-�ｧxｸ�%99jIj(ｫH髯%99jHﾙ�ｧ俘(ｻ2�
員､高校付設放送高校兼職教員月50,000ウォン 
を支給 

担任教師手当 乂xｸ�%99hｻ8蹌�

月110.000ウォンを支給 

実科教員手当 僞�ﾔる�X蜥隍8戊ﾆ�,ﾈﾘ(ﾕｨｻ8蹴�

※機械.電子工高の校長､教監と機械.電子科目の担 

辛 僞r��9hｻ8踪,ﾚI,x��,X��螽ｾ�/�辷ｸｸﾈ�#Rﾃ���4X4��

当 ( 4 種 ヽ_′ 凅��k������92ﾓS�ﾃ���4X4�98/�辷ｸｲ�

補転手当(※印は､ 俛�ﾏizyv9'H��*�.h-��9乂xﾕｨｻ8輯｣YD駛)i�#2ﾃ����

当 竸)5ﾘ詹9h��螽ｾ���ウォン､5年以上8,000ウォン 

国公立島喚.僻地の中,高校教員:5年未満18,000 

ウォン､5年以上3,000ウォン 

国公立中.高校5年未満教員(島喚.僻地は除外): 

15,000ウォン 

※国公立幼稚園､初等教員に追加で加算金支給 
-補転手当加算金:校長(園長)50,000ウォン､教監 

40,000ウォン､補職教師35,000ウォン､教師 

30,000ウォン 

研究業務手当 傅xｧr位Hｸb亂ⅸ偆ｧr位Hｸb俶ﾒ�

教材研究手当 仆8支ﾊH�8ｯｨｭH,仂駝�+x.��+zHｻ8�IYｸｻ8�H��
教授､専任講師､部長､奨学(研究)官､奨学(研究) 

実 費 弁 們��N��]����家計支援費 �+x-x,H,ﾈｻ8支ﾏik�輯｣BﾃRﾃづ��ﾃ��ﾈ饋雕ｸｧｨ,ﾃS�X/��
支給 

節句休暇費 �+x-x,H,ﾈｻ8支ﾏik�輯ｨ*曳鶇*��8ﾈ�,竸雕ｸｧｨ,ﾃS�R�

償 等 6 檀 ) 劍/�辷ｸｲ�

定額給食費 �+x-x,H,ﾈｻ8支ﾏik�輯ｩh以繝�����4X4�98/�辷ｸｲ�

交通補助費 �+x-x,H,ﾈｻ8支ﾏik�輯ｩh以����ﾃ���4X4�92易ｩ+x,ﾒ�

等 �150,000ウォン) 

職級補助費 俔ｩ+zHｻ8ｬJCBﾓXｸ�,ﾈ偆ｧr位Hｸb亂ⅳhｸ侈Hｸh贅�

特定業務費 傀帝(b靼(ﾕｨﾕｩ+r�

教育公務員の中､4級以上の機関長等 

その他 竸雕ｹ+).(詹9b�冰ﾈ蟀Lﾘ雇>�,Xｮ馮ｸｸｸ自.丑Izh/�辷ｸｲ�
2002年11月30%を支給 

※　教監は､日本の教頭､教師は教諭にあたる｡
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手当､研究業務手当等がある｡教員に支給される手当

の種類は､教員特殊業務手当を含めて､総23種類の現

況は次の表のようである｡

2.教員給与の水準

(1)公務員職種間の比較

国家公務員である国公立教員と他の特定職国家公務

員との給与水準を比較すると､次のようである｡月平

均の報酬額においては､教師が3, 916, 000ウォン(約39

万円)であるのに対し､軍人は生涯平均月所得が

4,355,000ウォン(約43万円)としてもっとも高く､そ

の次が警察であり3, 986, 000ウォン(約40万円)である｡

一般職公務員の報酬を100として基準にした場合､比

較指数は､軍人が124､警察が114､公安職111であり､
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教員は109で相対的に低い報酬水準である｡初任教師

の基本給が警察より低く､一般職よりは7%程度高くは

じまるが､勤続期間が増加することによって報酬が相

対的に低くなるか同じくらいになっている｡このよう

な公務員職種間における教育報酬の比較劣位は､各種

法律に明記されている｢教員の報酬優待の立法精神｣

が実現されていない証拠であるともいえる｡

現職期間中にもらえる総給与水準を一般職と比較し

た場合､教員は一般職より2%程度上回ると報告されて

いる｡しかし､教員の月平均給与水準は､初任教員は

警察と同じ水準で一般職より21%､軍人より25%くらい

高い水準ではじまるが､現職期間全体を基準にすると

軍人より13%程度低く､警察職と同じくらいであり､一

般職よりは8%程度高い水準である(徐廷華外, 2004)o

<表5>国家公務員間の月平均報酬比較(2004)

(単位:千ウォン)

教員　　　　　~~~一般職　　　　警察

教師-校長 一般教師

3,997　　≡　　3,471

(108)　l　(106)

総警23号　≦　4級23号

25年

30年

33年

平均 賢薫
5,375　i　　6,235

(100)　Z　(116)

資料:教育人的資源部(2004).内部資料
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(2)民間部門の報酬に対する比較劣位

教員の報酬を民間部門労働者と比較した場合､普通100

人以上の中堅企業に勤める大学卒業の学歴を持つ男性

と比較する｡

第-､通常を基準にした場合､ 24133歳には教員が高

いが､34-53歳には大卒男性が高い｡さらに500人以上

の大企業の大卒男性と教員の報酬を比較すると､28歳

までは教員の報酬が高いが､ 30歳以降はすべての年齢

で教員が低くなっていて､その格差が年々拡大されて

いる｡その結果､ 50代前半には年間1,400万ウォンく

らいまでその格差が広がっている｡したがって､ 24歳

から59歳までの累計にするとその格差は1億8千万

ウォンにのぼるo

第二､教員の年俸を100人以上の中堅企業の労働者

と比較するとき､教員の報酬水準は初任から15年経歴

(39歳)までは民間の中堅企業より多少高い水準であ

るC　しかし､教員の経歴が16年(40歳)以降からは少

し低い水準の報酬であるが､経歴25年(50歳)以降か

らはその格差が大きくなる｡

第三､教具の26歳-55歳の平均年俸は28,936,689

ウォンであり､民間企業勤労者の26歳-55歳の平均年

俸は32, 753, 575ウォンで､民間企業勤労者の報酬が教

員に比べて平均13,27%程度高くなっている｡具体的に

みると､教員と民間企業勤労者の報酬水準を初任から

退職時までの平均年俸を比較した場合､教員の26-62

歳の平均年俸は32,791, 127ウォンであり､民間企業勤

労者の26-59歳の平均年俸は36, 099, 586ウォンで､民

間企業勤労者が教員に比べて平均11%穣度高いのであ

る｡また､これを1段階(26-39歳)､ 2段階(40-50歳)､

3段階(51歳以降)に分けて比較すると､それぞれ11%､

10%､ 14%程度で教員より民間企業勤労者の報酬水準が

高かった(徐廷華外, 2004;朱哲安, 2001)0

(3)国内専門職に対する比較劣位

教員は､新規採用時に相対的に優秀な人材が任用さ

れている｡また､現職教員の修士･博士学位の所持比

率も高いが､それに相応しい報酬上の優待がされてい

ない｡科学･コンピューター･医療･法律等の国内専

門職間の報酬と比較した場合､相対的にその報酬水準

が低くなっている｡

結論的に､教員報酬の水準を公務員および民間の中

堅企業勤労者と比較した結果､教員の報酬水準は一般

職公務員よりは､ほんの少し高い水準であるが､他の

特定職公務員に比べると低い水準である｡また､民間

の中堅企業の勤労者と比較した席異は､その格差が

けっこうある状況に置かれている｡具体的にみると､

教員報酬水準は一般職公務員に比べると初任から経歴

<表6>国内専門職間の報酬比較　　　　　　　　　　　　(単位:ウォン)

平去~…科学書芸二重工学書芸貰董教育董歪誓書サ讐ス区分

注. 1.貸金総額=定額給与+超過給与+(前年度年間特別給与額/12)

2.保健医療､法律､社会サービス､宗教専門職の場合､男性と女性の報酬差が激しく､男性の報酬だけを対象にした｡

3.教育専門職には､幼･跡中･高の教師､特殊学校教師､正規学校以外の教育機関の専門家､奨学士および教育研究専門家

も含まれている｡

資料:韓国教員団体総連合会(2004), 『優秀教員確保および専門性向上のための特別法制定方案』.

<衷7>教育公務員と他職種間の年次別年俸比較

初等教員　ー　　　　　良問　　一般職公務貞

年俸(ウォン)　　指数　　　　中堅企業　　　(7級)
年齢 軍公務員

2,12平均　　32,791,127　　　1.78　　　　1.96　　　　1.63

注: 26歳の初等教員の年俸を基準(1.00)にし､年齢別･職種別年俸との比率を算出

資料:韓国教員団体総連合会(2004), 『優秀教員確保および専門性向上のための特別法制定方案』
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16年目までは高いが､その以降は同じ水準をみせてい

る｡そして､一般職公務員を除いた他の公務員と比べ

ると､相当な格差がある｡民間の中堅企業の勤労者と

比較すれば､初任から経歴15年までは多少高い水準で

あるが､その以降は教員のほうが年々低くなっている｡

したがって､教員報酬の水準を他職種の公務員や民間

企業の勤労者と比較した場合､優待されているとはい

えない状況である(徐廷華外, 2004)｡

3.給与システムの問題点と義務教育費の国費負担原則

の変化

(1)教員給与システムの問題点

第-､単一号俸制を適用することで次のような問題

点が指摘されている｡
-教育経歴によって給与を支給されているので､

教員の特殊性･専門性をあらわせにぐい｡
-努力しなくても年々報酬が増やされ支給される

ので､自己発展の動機付けにはなってない｡
一優秀で若い人材を教職(教授･教師)に誘引で

きないし､教育の卓越性の確保が難しくなる｡

第二､国家公務員の法定事項になっていることに伴
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う限界を指摘できる｡
-一般公務員の報酬規定と一緒に規定されている

ため､優待が困難である｡
-手当は教員の業務上の特殊性を充分に反映して

いない｡

第三､手当中心の給与システムであり､手当の総額

が俸給を超えるいびつなシステムである｡
- 2003年度を基準にして､平均的に俸給が42. 5%

であり､手当が57.5%に至る｡

-一般企業の給与システムでは手当の比率が20-

23%程度であることと比べられる｡

第四､年功序列中心の報酬および手当システムであ

り､合理的な差別化になっていない｡
-資格給および年功給が給与の52-62%を占めてお

り､年功序列主義が漫然されている｡
-基本給の性質を持つ手当まですべて年功序列中

心であり､勤続年数が給与を決めている｡

第五､月別に決められた手当を支給する定額手当制

であるので､非効率的である｡
一毎年､手当を改めて策定しなければならなく､

段々実質的価値が下落する｡

<表8>経歴別の教員俸給と手当間の構成比率

区分 竸雕ｲ３��手当(%) 佗b３��

初任教師(9号俸) 鼎�紕�58.6 �������

15年経歴の補職教師(25号俸) 鼎2縒�56.3 �������

校長(40号俸) 鼎"絣�57.5 �������

平均 鼎"絣�57.5 �������

<表9>公務員間の号俸段階比較

-般職 ��ｸ��2級 �8ｸ��4級 店ｸ��6敏 度ｸ��8級 祷ｸ��

22個号俸 �#B�26 �#��30 �3"�31 �3��31 

教員 仆8蹌�
40個号俸+10個勤続号俸=50個号俸 

<表10>経歴別の教育報酬体系の構成比率

区分 倬�ｦ从ｲ�年功給 ��Yk�ｸｲ�生活給 們���ｸｲ�計 

慧欝(%) 鼎�紕�10.4 �#"縒�22.1 �2紕�100.0 

15年経歴の補 職教師(%) (25号俸) 鼎2縒�17.8 ��R�2�21.2 �"���100.0 

(4温)(%) 鼎"絣�16.6 �#�繧�18.5 ��綯�100.0 
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第六､号俸投階と昇給体系が長期間に設定されてお

り､他職種に比べて不利である｡
-号俸は40号俸(以降､勤続加号俸は10年)であ

り､総昇給期間は30年になっている｡
-一般職公務員は､昇給期間が26年､軍公務員は

23年､法官は15年9ケ月である｡

- UNESCO. ILOから勧告された昇給の適切な期間

の15年より2倍長い期間である｡

(2)義務教育費国庫負担原則の修正

憲法規定上､義務教育費の負担の主体について明確

な言及はないが､法律が定める無償義務教育の範噂に

入る費用(韓国の場合は授業料)は国家負担が基本原

則であるといえる｡基本教育法には､国家と地方自治

Efl体はともに安定的な教育財政の確保義務の受任者と

なっており(地方教育財政交付金の根拠)､義務教育に

関しては義務教育の順次的実施基準を国家の財政与件

として明記している(第8条)｡

初中等教育法は､これをより詳細にして､国家が義

務教育実施の主休であることを宣言しており､施設の

確保等の必要な措置を行うことが義務付けられている

と規定している｡それに対し､地方自治団体は管轄区

域の義務教育対象者全員を就学させるのに必要な初中

等学校を設立･経営する責務を負っている｡さらに､国

家と地方自治団体はともに､教員報酬に対して優待原

則を実現することが義務付けられている｡

義務教育費負担に関する規定の変遷過程を整理する

と次のようである｡

○制憲憲法(1948.7. 17)

少なくとも初等教育を受けさせるのは義務で

あり､それを無償とする(第16条)

○制定教育法(1949. 12.31) :義務教育費国家負担の

原則宣言(第70条)

義務教育機関に勤める教員俸給の全額と公立

中高等学校教員俸給の半額は国家が負担する

○改正教育法(1951,12. 1)

国家は義務教育費の財源が不足な教育区､市

又は特別市に対して不足分の全額を補助しなけ

ればならない(第71条第2項)

○改正教育法(1963.ll.1)

義務教育機関に勤める教員の俸給全額とその

他の義務教育にかかる経費については､義務教

育財政交付金法が定めるところにより､国家が

負担する｡また､公立の中高等学校､実業高等

専門学校および大学の俸給の半額を国家が負担

する(第70条)

○改正教育法(1964. 12. 5)

公立の中学校･高等学校､実業高等専門学校

および大学の俸給半額を国家が負担する場合､

ソウル市の場合は例外とする(ソウル市が全額

負担)

○国家負担原則の修正
-義務教育が中学校までと拡大実施されることに

より､その経費の一部を地方自治団体が負担す

るようにした｡(ただし､ 2004年12月31日まで

適用する)
- 2001. 12.19-2004.12.31 :市道の一般会計から

転入金として充当(ソウル市一俸給額の100%,釜

山市-50%,その他の市道-10%負担)

○国家負担原則の修正適用の延長
- 2005.1.5 - 2006.12.31 :俸給交付金をなくし､

自治団体の総税額の一部を転入して､義務教育

機関に勤める教員の報酬とその他義務教育にか

かわれる経費は､地方教育財政交付金法が定め

るところにより国家および地方自治団体が負担

する｡

一地方教育財政交付金法の一部改正(2005. 1. 5) :

ソウル市は特別市税総額の10%､広域市と京畿

道は税総額の5%､その他の道は道税総額の3. 6%

に当たる金額を一般会計予算から計上し､教育

費特別会計-転出するC

Ⅱ.分権改革と関連される教員絵与の議論

1.地方分権特別法の制定(2004. 1. 16)

政府は地方分権特別法を制定し､分権改革を推進し

ている｡教育行政と関連する事項は第10条第2項にあ

らわれている｡

第10条(特別地方行政機関の整備等)　国家は､特

別地方行政機関が行う事務の中､地方自治団体が行う

ことがより効率的である事務については､地方自治団

体が担当するようにしなければならなく､新たに特別

地方行政機関を設置しようとする場合は､その機能が

地方自治団体の行っている機能と類似か重なることが

ないようにしなければならない｡ ②国家は､地方教育

に対する地方自治団体の権限と責任を強化し､地方教
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青に対する住民参加を拡大するなど教育自治制度を改

善しなければならない｡

地方教育に対する地方教育自治団体の権限と責任を

強化する次元で､国家公務員になっている教員の身分

を地方公務員-と転換し､その任用権を教育部長官か

ら16市道教育監に完全に移譲する人事権の分権化が議

論されている｡

地方教育に対する住民参加拡大のための制度改善の

趣旨を持って､住民の直接選挙によって選出される教

育監制度および教育委員会制度について議論されてお

り､さらには､教育委員会を地方議会の特別委員会と

して統合することについても議論されている｡しかし､

教育界は地方自治と教育自治を統合する分権改革につ

いて､教育の自主性と政治的中立性､そして専門性を

保障することが難しく､改悪であると評価し､反対の

姿勢をみせている｡

2.教員身分の｢地方公務員｣化に関する議論

現在､国家公務員である学級公立学校教員(公立大学

教員だけは地方公務員)の身分を地方公務員化しよう

とする動きがあるが､ ｢教員地方職化｣とも言われるQ

この政策議論は､ 1991年に地方教育自治制度が本格的

に施行されてから議論され始めた｡その推進過程を整

理すると次のようである｡ ｢教員地方職化｣が公式的に

政府の政策として策定されたのは､ 1998年6月の｢国

民の政府(金大中政府)国政課題｣に選定されてから

であるo以降､大統領直属の地方移譲推進委員会で推

進が決定(2002. 4. 17)されたが､教員集団の激しい反対

などによって保留されることになり､現政府の場合も

同委員会で再び保留が決定(2003. 7. 4)された経緯があ

る｡

○政府直属の地方移譲推進委員会が国家公務員の名称

を維持する地方職化を推進(2003. 3. 3推進協議､ 3. 19

および4. 17行政分化の議決､6.4実務委員会で議決)
一教育部が韓国教育開発院に教員人事制度革新の

ための政策分析事業を依頼(2003. 5)

-教員団体等による｢教員地方職化陰謀粉砕のた

めの署名運動｣(6. 12､ 1万人が参加)

一　地方委譲推進委員会は委任事務の現行存置を前

提に委譲保留を決定する(2003. 6. 1)

保留決定の理由〝本件は教員政策の大きいフレーム

の中で論議されなければならないし､単純な地方委譲

事項ではなく､地方財政自立度が低い地域間財政不均
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衡状況で､国家調整機能が難しいため教育条件の地域

間格差が深化する恐れがあり､利害当事者であるほと

んどの教員が反対するなど教職社会の情緒上の問題も

あるので､時期的に委譲はできない〝

○政府革新地方分権委員会が｢地方分権ロードマッ

プ｣で行政権限委譲を示唆(2003. 7.4)

-初中等教育行政の地方委譲は､教員地方職化と

解釈され報道される(教育関連新聞等)
一教員地方職化に合わせて教員定員調整権を教育

省-移管することを推進(2003. 7. 12)

-初中等校長協議会が反対声明(7. 12)､韓国教総

は2003年度交渉協議時に撤回を要求(8. 29)

一財政経済部の教育改善案で地方教育と地方行政

統合方案を提案(10. 24､財経副総理)

○　教員身分の地方職化を推進する側(政府行政部処､

行政学界)の論理
-教員政策を地域的特性に相応しいように運営して

教育自治を実現することができる｡
一地方自治体にとって地方の教育財政に対する支援

の拡大を誘導することができる｡
一任用権を教育監に完全に委譲して行政手続きを簡

素化できる｡
一公立学校の教員が地方公務員になることは地方教

育自治原理にもかなう｡
一地域間競争を強化するためであり､地方職化は､

世界的成り行きである｡

○　地方職化に反対する側(政府教育部､教員団体､教

育界)の論理
一地方教育財政自立度が低くて教師の勤務条件に差

をもたらし､教育格差が大きくなる｡
-非常勤教員を契約制で任用する事例が増加し､教

育不実をもたらすことになる｡
一国家職から地方職-転換されると､地位下落にな

り教員優待精神とも背馳される｡
一応､この問題は暫定的に保留されているが､いつ

でも再論される可能性がある｡

3.義務教育機関教員の給与負担に係わる法的紛争

(1)紛争の背景

その間､義務教育機関教員の給料に対しては､ 1949

年制定の教育法以来､全額国庫負担の原則を立てて来

たし､非義務教育機関である公立中等学校の教員給料

の半額まで国庫で支援するようにしてきたD　しかし､
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2001年の地方教育自治法改正で､中学校義務教育に係

わる経費は地方教育財政交付金法が定めるところに

よってその一部を地方自治体が負担することができる

とし､地方自治体の一般会計転入金で充当することに

なってから地方自治体の抵抗を受けて来た｡しかし､

2005年度に中学校義務教育が都市部まで拡大され､国

家がその分まで負捜しなければならない状況に至ると､

政府はこの条項を廃止して､その分を市道税総額に合

算させ､義務教育費の国家負担原則を国家及び地方自

治体の共同負担の原則に変える改正を断行した｡これ

に教育部とソウル市･釜山市が2005年予算から中学校

教員給料を抜け落ちさせる事態が発生した｡ソウル特

別市は2002年11月に､憲法裁判所-自主財政権が侵

害されたとする権限争議審判を請求したことに相次ぎ､

地方教育財政交付金法の改正後の2005年4月には､行

政法院に'債務不存在確認請求'を出し､ '違憲法律審

判提請'を申しいれた｡

(2)権限争議審判(憲法裁判所)

ソウル特別市は､ 2004年11月　22日憲法裁判所に

国家(教育人的資源部所管)を相手に憲法及び地方自治

法によって付与されたソウル市の自主財政権が侵害さ

れたと権限争議審判を請求したが､これに関する裁判

が進行中にあるo　ソウル特別市は､訴状でr国家が負

担すべきである義務教育機関の中学校教員給料全額を､

請求人に恒久的に負担させる目的で､ソウル特別市教

育費特別会計に対するソウル市税の転入金を､既存市

税総額の3. 6%から10%に引き上げる内容で､被請求人

が2004. ll. 12地方教育財政交付金法中改正法律案を国

会に提出した行為及びその行為による改正･公布され

る上の各改正法律は､請求人の自主財政権を侵害する

か侵害する著しい危険がある｣と主張した.

(3)債務不存在確認訴訟(行政法院)

ソウル特別市は､政府の原案どおり10%と修正する

法律に改正された後､ 2005年4月13日国家(教育人的

資源部所管)を相手に､義務教育経費と係わる転出金を

支給する債務がないことの確認を求める'債務不存在

確認訴訟'を行政法院-申し立てた｡請求書でソウル

市は､ ｢地方教育財政交付金法は､国家の無償義務教育

規定を違反して義務教育費の負担を地方自治団体に転

嫁する違憲的な法律規定であり､拙速立法によって国

会議員の立法権も侵害している｡財政的自立度による

割合とは無関係で､窓意的基準によって地方自治団体

ごとにその負担割合をわけ決めることで憲法11条(法

の前における平等)を違反しているし､地方自治団体の

自治権を侵害している｡また､旧法で規定した法律の

有数期限(2004. 12. 31)がすぎているにもかかわらず､

再び限時法を延長･規定することで原告の信頼を侵害

した違憲的な法律規定である｣と主張した｡

しかし､地方自治団体が負担する一般会計の法定転

入金制度は､国家が地方自治団体に教育に関する税源

を委譲する代わりに､国家が元々支援していた教育費

特別会計を一定部分負担するようにしたことであり､

それは国家に返す地方税収入額に過ぎないとの指摘も

ある｡

いずれにせよ､法的攻防の核心は､教員給料等の義務

教育費の国庫負担原則の修正と､権限なしで費用だけ

を負担する不当性であるといえる｡憲法精神に照らし

て見た場合､生徒が負担すべきである授業料(教員の立

場では給料)を免除する無償教育の主体が国家であると

いうならば､当然その負担の主体は国家ではなければ

ならない｡ただし､財源の用意において国家の必須教

育財源である義務教育費を､安定的に確保することが

難しい税源に依存していることや､特定集団に限定し

て徴収する方式は､義務教育無償性を宣言した憲法精

神にも反しているといえるであろう(同じ論旨として憲

法裁判判例2003憲カ20)｡国税を地方税に委譲してき

た過程を勘案しても､義務教育を担当する教員の給料

を地方自治団体に賦課することに税目化されているこ

とは是正される必要がある｡

Ⅳ.最近の教員人事政策の動向

1.教員成果給制の導入と現場の反応

教育人的資源部は､ 2001年2月に勤務実績が優秀な

公務員に対して､より多いインセンティブを与えるこ

とを骨子とする成果賞与金制の施行計画を発表した｡

初期計画上の成果賞与金支給対象は各機関別に現在人

員の70%であり､前年度業務成具を評価して支給等級

別に月俸給額の150%から50%まで､年1回支給する

という計画であったo Lかし､評価の公正性などにつ

いて､問題を申し立てる教職団体の反対にぶつかり､

さらには｢成果給返却運動｣が触発されて､形式的な

評価の後3等親間でその差が小さい方式に運営される

こともあった｡
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<表11>教員成果給の対象別支給基準(2003)

支給対象 舒顏�ﾘi^��基準額 涛�X辷ｸｲ�

教師､奨学士､教育研究士 �#hﾘi^��1,476,000 ウォン 都3�ﾃc#��4X4�92�

教頭､無補職奨学官と教育研究官 �3�ﾘi^��1,683,900 ウォン 塔32ﾃS3��4X4�92�

校長､補職奨学官と教育研究官 �3Xﾘi^��1,952,100 ウォン 涛cbﾃ#���4X4�92�

注.算出根拠:成果賞与金支給基準額× 55% × 90%

<表12>教員成果給の対象別差等等級別支給基準(2003)
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支給等級(人数比率) �4ｨｸ��ナ給 �5�ｲ�計 

(上位30%) 茶3�Y+H暈�s�X潔>���(下位30%) 

教師､奨学士､教育研 究士 ����ﾃ3#�4X4�92�78,820ウォン 鉄Rﾃ�#�4X4�92�81,180ウォン (標準支給額) 

教監､無補職奨学官と 教育研究官 ��#Rﾃツ��89,930 田"ﾃャ��92,615ウォン (標準支給額) 

校長､補職奨学官と教 育研究官 ��CRﾃ����104,250 都"ﾃ����107,365ウォン (標準支給額) 

注.算出根拠:成果賞与金支給基準額× 55% × 10% × 2003年支給指数

この制度の法的根拠は､公務員の手当等に関する規

定第7条の2､成果賞与金制度運営指針(中央人事委員

会例規第18号) ､ 2003年教育公務員成果賞与金支給指

針通報(福祉81800-174､ 2003. 4. 7)に根拠している｡

成果給支給の原則は､成果賞与金予算の90%につい

ては全教育公務員に均等に支給し､成果賞与金予算の

10%は差等支給するが､当該年度支給基準日は前年度の

12月31日にしている｡また支給対象は､高等学校以下

各級学校の校(院)長､教頭､教師､教育庁に勤める奨

学官､教育研究官､奨学士､教育研究士､支給基準日

現在で派遣中の者と休職一職位解除及びその他事由で

職務に携わっていない者も支給対象に含まれる｡教員

成果給の対象別支給基準と10%に対する差等等級別1

人当り支給額は次のようである｡

教員成果給運営の問題点について､徐廷華(2004)は

次のように指摘している｡

第-､現行の教員成果賞与金は､教員たちの反発に

よってその成果がほとんど反映されていない一般賞与

金(90%均等支給方式)と同じであり､成果給の導入趣

旨を生かせていない｡

第二､教育経歴順という不適合な基準で10%の差等

支給を適用しているQ教育経歴順の基準は､教員の成

果を評価する基準として適合ではない｡

第三､現行の教員勤務成績評定の結果を教員成果賞

預金配分の基準として活用せず､勤務成績評価基準も､

また､噴味であり教員からの共感を得られていない｡

第四､教員の成果寅預金支給指針は､現場教員の意

見を求めて作られたのではなく､外部(成果賞与金制

度改善委員会)から決められたものであり､教職の特

殊性を反映していない｡

第五､現行の教員成果賞与金制度は､普段の教員た

ちの職務成果向上や教職専門性を誘導することができ

なく､教員たちの興味･関心を引かせていない｡
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2.能力主義人事に向けた教.員評価制導入の議論

教員評価制の導入問題は､すでに教育部が1999年12

月に｢教職発展総合方案(試案)｣の一つとして提案し

て表面化されたが､教員たちの反対で採択されなかっ

た｡以降､ 2001年に教員成果給支給方針で､その支給

が学校長の評価の結果で決まるようして､間接的な教

員評価が施行されたが､これも教具たちの反発によっ

て正常的には運営されなかった｡

現政府に入って､ ｢教員評価制｣は公教育に対する信

頼回復のための主要戦略の一つとして､教育人的資源

部長官が意欲を持って実施しようとしたが､教職団体

の反対によって論議が行き詰っていた｡以降､教育部

は2004年2月17日に｢教育正常化による私教育費軽減

対策｣として優秀教員の確保のための戦略の一環とし

て教具評価制度の導入を公式発表した｡その核心内容

は､校長･教監･教師同僚､そして保護者が参加する

多面評価方式を導入し､教員の教授･学習指導力を向

上させ､それに伴うインセンティブを与えるとともに､

指導力不足教具に対しては特別研修を強化すること､

また､学校経営評価の結果等による校長評価制度を導

入し､校長人事に反映すること､などがある｡

これに対し､保護者および関連団体等は､指導力不

足などの不適格教師に対する積極的な対応の必要性､

公教育における教師の専門性が私教育に比べて比較的

に劣位にあるとする認識から賛成の意見を明らかにし

た｡一方で教員側は､教職団体を中心に､公教育失敗

の責任をすべて教員側に転嫁していると批判しながら､

競争システムの導入によって逆に教育の現場が荒廃化

することになると､教員評価制度がもたらされる否定

的側面を協調し反対運動を展開した.学界でも数回に

わたって教員評価に関する討論会を開催したが､評価

者として生徒と保護者を入れる問題や､評価の結果を

人事における資料として用いるべきかに関して､議論

が分かれていた｡

最近､政府は(2005年5月3日)教員評価制度改善

方案(試案)を発表した｡

試案は､その基本方向を現行の人事管理型の勤務評

定制を､能力開発型教員評価制に転換するという前提

の下で､評価対象として校長を追加して全教異が評価

を受けるようにし､管理者(校長､教頭)以外に同僚

教師､生徒､保護者まで評価に参加する多面評価制を

導入する一方､学校単位で特性を反映した自律評価体

制を構築することを主な内容とする｡

評価の公正性と信頼性を確保するため､教育庁と学

校にそれぞれ教員評価委員会を設置し､評価における

全般的事項を審議･管理する｡同委員会は､監督庁が

提示する評価モデルを参考に､教員評価のための具体

的評価方法､手順､基準を自律的に決めて施行するの

である｡

教師､教監､校長に対する評価方法および内容は､教

師は管理者･同僚教師･生徒･保護者による普段の評

価および毎学期1回以上の公開授業など年中の授業活

動全般に対して評価する｡教頭に対しては､同僚教員

および保護者が中間管理者としての学校教育活動の支

援能力を評価する｡校長に対しては､教員･保護者お

よび教育庁が指定する評価者が参加し､学校鐘営能力

に関して評価することになっている｡

評価の結果は､毎年11月に評価委員会から評価対象

者-､みずからの能力開発の材料として活用するよう

に通報する｡そして能力開発を希望する教員に対して

は､研修等の支援方法を工夫する｡また､教員の能力

開発を支援するため､教育庁に教員相談(Teacher

CourlSel)専門家委員会を設置し､私的情報を保護する

中で､教員の能力開発に対して助言する制度を用意す

るとともに､研修プログラムの多様化および同教科･

同学年協議会の活性化に対しても特別支援を行うなど

の対策を工夫しようとする｡

しかし､依然として韓国教総と全教組は､教員評価

が導入されると競争原理が支配することになり,教職

社会の荒廃化につながるとして反対している｡した

がって､ 9月から示範的に実施する予定であった教員

評価制が､また延期される状況におかれている｡

特に､教育法学界においては教員評価の根本的問題

点の一つとして､義務教育機関の教育与件の次元から

評価結果の活用による副作用を懸念している｡すなわ

ち､新しい教員評価が自己開発の活用に限定されるこ

とになっても､評価の結果で水準の格差があらわれる

ことになると､教育与件の均等な保障について責任を

持つ学校設立の主体(国家および地方自治団体)が責

任を果たせなかったことになる｡したがって､藩具の

活用は､格差があらわれた欠陥に対する支援に重点を

置くべきであり､個別教員に対する差別的待遇(インセ

ンティブ)によって競争が表面化すると､むしろ義務教

育機関の教育条件の格差を激しくする庸果を招来して

しまうのである｡特に､学校選択権が制約されている

韓国の場合､国および地方自治団体の均等な教育条件
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を助成する責任は非常に大きい｡

3.教職団体の二元化に伴う教員政策-の静琴

韓国の場合､ 1945年以降1999年の最近まで､教育

法の規定を通じて唯一の合法的団体として存在してい

た大韓教育連合会(韓国教員団体総連合会の前身)だ

けを認めてきた｡しかし､ 1989年5月28日に､教育民

主化過程の中で結成された全国教職員労働組合が教員

の労働基本権の保障を主張し､教育界は校長と教頭が

中心になっている保守系の韓国教総と一般教師が中心

である全教組といった二元化構造に両分された｡

金大中政府は､ 1999年1月29日に教員労組を合法化

する｢教員の労働組合設立および運営等に関する法律｣

を制定することに至った｡しかし､この教員労組は､教

育基本法上の教員団体に根拠しているのではなく､労

働法に根拠を持つ団体であり､教職団体を教員団体と

教員労組に二元化する結果になったのである｡

教員労組が法制化されたということは､この間は認

めあられなかった労働者としての事実上の地位が立法

的に受容されたという意義を持つ｡また､これまでは

制限というより'不在(剥奪)'の水準に近かった教員

の労働基本権の状況が改善されたということもある｡

そして､この法律の制定によってILO勧告をはじめと

した国際社会の労働関係に関する普遍的規範を部分的

でありながら受容したという点にも意義を与えられる｡

しかし､教職団体が二元化されることによって､政

府は二つの団体を対象にそれぞれの団体交渉で同じこ

とについて繰り返し議論しなければならなくなるなど､

行政力の浪費をもたらすことになった｡さらに､一般

労働組合の特例として制定された教具労組法は､学習

者と保護者に対する保護次元で各種の権利を制限する

特例(争議行為および政治活動の禁止､国民世論および

保護者の意見聴取の義務､団体協約効力の制限等)だけ

が強調され､教育専門家としての特殊性を反映したと

ころは､ほとんど見られない限界をもっている｡

教職団体が教員団体と教員労組に二元化されること

により､各種政策をめぐる二つの団体間の葛藤も表面

化され､政府の改革政策(教員評価制の導入など)の

推進を遅らせていることも事実である｡しかし､これ

を肯定的に活用すれば､教員たちの多様な意見を聞く

ことができ､政府の政策決定過程で教員が重要な役割

を果たすこともできるようになる肯定的な効果も期待

できるのである｡

81

教員労組は､賃金をめぐる団体交渉ができるが､現

在の賃金(報酬と手当)は法令で規定されている事項

であり､団体協約としての効力を持たなく､単に当局

の努力義務だけを負わせることができるなど､法的拘

束力はない状況である｡

(訳　韓相俊)
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付轟(教員の給与関連統計資料)

<付録1>教育公務員と他職種間の年次別年俸比較

年齢 傀�9仆8蹴�冕�H,ﾉ(b�ﾉ旭仂b�-般聡公 務員 (7激) 佛(ﾏik�蹴�

年俸(ウォン) 倡y�B�

26 ��づC�津S�b�1.00 ��繝��0.78 ��繝��

27 ��津�#BﾃCCb�1.03 ��繝B�0.81 ������

28 ��津cCrﾃ����1.07 ��繝��0.85 ����R�

29 �#�ﾃcヲﾃc���1.ll ��纉"�0.89 ���#��

30 �#�ﾃcヲﾃc���1.18 ��纉r�0.97 ���#b�

35 �#RﾃC��ﾃSC��1.38 ���#2�1.23 ��縱��

40 �#津�sBﾃ鼎��1.58 ��ﾃC"�1.42 �"��2�

45 �32ﾃ#�2ﾃsS"�1.80 ��縱2�1,73 �"紊��

50 �3bﾃ塔2ﾃSS"�2.01 ��繝r�1.87 �"繝��

55 鼎"ﾃs途ﾃSS��2.32 �"�32�2.33 �2����"��"�

56 鼎2ﾃ#c2ﾃ3���2.35 �"繝2�2.33 

57 鼎2ﾃs#津�S��2.38 �2經b�2.33 

58 鼎Bﾃ�釘ﾃ����2.40 釘經r�2.39 

59 鼎Bﾃcc�ﾃSS��2.43 釘ﾃc���纉b�2.69 

60 鼎づ3#づ�C��2.63 �2.69 1,63 

61 鼎づ�#�ﾃC���2.65 

62 鼎津3�Bﾃイ��2.68 

平均 �3"ﾃs��ﾃ�#r�1.78 

注: 26歳の初等学校教員の年俸を基準(1.00)に､年齢別･職種別年俸との比率を算出

資料:先哲安(2001) r初･中等教員の報酬制度に関する研究｣教育財政施済研究､第10

巻第2号

<付録2>中学校無償教育推進経過

83

区分 ��塔R�1986 ��涛"�1993 ��涛B�2002 �#��2�2004 

対象 地域 �8xｪｲ��¥i&��島喚. 僻地 冰r駘｢�邑.面 冰r駘｢�市地威 倡9&闔b�市地堀 

対象 学年 ��ｧyD��1-3学年 ��ｧyD��1.2学年 ��ﾓ8ｧyD��1学年 ���(ｧyD��ト3学年 

資料:教育人的資源部(2004,1). 2004年度教育人的資源部所管税入税出予算概要

<付録3>政府の中学校無償義務教育拡大支援現況(2002-2004)

区分 �#��"�2003 �#��B�

実施対象 倡9&闔h,ﾃ�ｧyD��市地域の1.2学年_ 倡9&闔h,ﾃ��"�8ｧyD��

所要額 (授業料及び入学金) �"ﾃCs(壓4X4�92�5,112億ウォン 途ﾃツ�ﾘ4X4�92�

教科書代金 �#�h壓4X4�92�338億ウォン 鼎s8壓4X4�92�

計 �"ﾃcs�ﾘ4X4�92�5.450億ウォン 唐ﾃ3C(壓4X4�92�

資料:教育人的資渡部(2004.1). 2004年度教育人的資渡部所管の税入税出予算概要.
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<付録4>主要国の義務教育期間および無償範囲

区分 �484ﾘ8ｨ5��ドイツ �4�8�8ｨ4｢�日本 

義務教育期間 ���D��12年 ���D��9年 

無償範囲 �?ﾈｧxｾ��入学金 �?ﾈｧxｾ��入学金 
授業料 假hｼi{��授業料 假hｼi{��

教科書 仆8怦���教科書 仆8怦���

給食費 �,ｨｧyN��通学費 

その他 �� 做�ｧy��,ﾃ�D�,ﾚB�>侭uﾘ,ﾈｶ�k�ｻ8屍� 

注:カナダ(lo窄),オーストラリア(10年),フランス(10年),スウェーデン(9年),ベルギー(12年),北朝鮮(10年)

資料:林在允外(2004).教育権基礎現況調査､韓国教育開発院

<付録5>初･中等学校における教員の法定定員(TO)確報現況(2004)

(単位:人)

区分 傀�9��中等 劍ﾘxﾇb�
中学校 俘)9乂xﾕ｢�小計 

法定定員(A) ��Srﾃ332�96,711 田づ鼎2�165,654 �3#"ﾃ塔r�

確保定員(ち) ��S�ﾃ都��78,454 鉄づSS2�137,007 �#ビﾃ都��

確保率(ち/A) 涛b��R�81ー1% 塔E�R�82.7% 塔偵"R�

不足定員(A-B) 澱ﾃ3c"�18,257 ���ﾃ3���28,647 �3Rﾃ����

注:公立初･中等学校教員の定員をいう

資料:教育人的資源部(2005.3)内部資料

<付録6>初.中等学校における｢期間制教員｣の比率

(単位:%)

年度 傀�9乂xﾕ｢�中学校 壷Lｨﾆ靼(ﾕ｢�実業系高校 

2001 �"經��4.07 �2緜��3.85 

2002 �2貳ﾂ�4.68 唐緜R�5.92 

2003 �2貳ﾂ�5,20 途繝��5.53 

2004 ��纉r�4.53 澱�3��4.67 

注: 1)期間制教員の比率=期間制教員数/全体教員数× 100

2)休職教員が含まれている

資料:教育人的資源部･韓国教育開発院(2004).教育統計分析資料集m p.66

<付録7> GDP対比の総教育費規模に関する国際比較(2001)

(単位: %)

国 佰iX�%8ｻ8孜N��私負担教育費 杯E��餒B��ﾘｻ8孜N��

韓国 釘繧�3.4 唐ﾃ"�

アメリカ 迭���2.3 途�2�

イギリス 釘縒�0.8 迭絣�

フランス 迭綯�0.4 澱ﾃ��

ドイツ 釘�2�1.0 迭�2�

日本 �2絣�1.2 釘綯�

OECD平均 釘繧�1.4 澱�"�

資料: OECD(2004). Education at a Glance: OECD Indicators 2004.



韓国における教員給与の法制および人事政策の変化

<付録8>地方教育財政交付金制度の構造変化

従来

地方教育財政 唸ﾆ��ﾘﾏ�WHｾ�｢�

内国税13% 
･俸給交付金: 

交件金 �>�ﾙ��SR�#2R�
･増額交付金: 

内国税0.84% 

地方教育譲与 金 唸ﾙ��YZｨ,ﾈｻ8孜�Y�8ｧ｢�

地方教育財政 交付金 唸ﾆ��ﾘﾏ�WHｾ�｢�

内国税19.40/o ･国税教育税の税入額 

全額 

<付録9>地方教育財政交付金規模の変化

(単位:億ウォン雪童)

区分 偖ﾙxｄ���現行(B) 俚r�"ﾔ���

地方教育財政交付金 ��釘ﾃ#3B�237,367 ��

経常交付金 ��3"ﾃC���197,595 ��

俸給交付金 鉄2ﾃ#c�� ��

増額交付金 唐ﾃSSb� ��

国税教育税の税入額 ��39,772 ��

全額 

地方教育譲与金 鼎"ﾃ3ッ� ��

計 �#3bﾃc#��237,367 都Cr�

注: 1) 2005年現在の内国税1,018,532億ウォン基準

2)地方教育譲与金は､ 2005年1月1日付きで廃止

資料:教育人的資源部報道資料(2004.ll.9)と企画予算処･韓国開発研究院｢国家財政運用計画樹立
のための公開討論会資料(2005.3.21)から再構成したものであるC

<付録10>地方自治団体の教育費転入金制度の法改正前後の比較

区分 偖ﾙx��現行 

ソウル市 唸�2�;��Y�ﾘｧｨ,ﾃ2綯R�Y^雕ｹ5ﾙ?ﾈｾ����R�･市.道税総額の10% 

釜山市 唸�2�;��Y�ﾘｧｨ,ﾃ2綯R�Y^雕ｹ5ﾙ?ﾈｾ�S�R�･市.道税総額の5% 

広域市と京畿道 唸�2�;��Y�ﾘｧｨ,ﾃ2綯R�Y^雕ｹ5ﾙ?ﾈｾ���R�

その他の道 唸�2�;��Y�ﾘｧｨ,ﾃ2綯R�･従来と同じ 
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